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こ
こ
５
年
の
間
に
、
基
礎
に
関
係
す
る

調
査
依
頼
が
７
件
あ
っ
た
。 

そ
の
中
に
は
地
盤
調
査
を
行
っ
て
い

な
か
っ
た
も
の
が
５
件
、
他
に
、
地
盤
調

査
は
行
っ
た
も
の
の
、
調
査
及
び
考
察
が

不
完
全
な
も
の
が
１
件
、
地
盤
調
査
の
結

果
、
自
沈
層
の
あ
る
軟
弱
な
地
盤
で
あ
っ

た
た
め
、
対
策
工
法
と
し
て
「
深
層
地
盤

改
良
（
セ
ミ
パ
イ
ル
）
」
の
提
案
が
な
さ

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
無
視
し

た
も
の
が
１
件
あ
っ
た
。 

こ
の
７
件
の
建
物
の
基
礎
工
法
は
、
す

べ
て
べ
た
基
礎
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で

不
同
沈
下
を
起
こ
し
た
建
物
は
５
件
。
他

に
、
調
査
時
点
に
お
い
て
、
床
に
不
陸
が

あ
り
、
基
礎
に
亀
裂
が
入
っ
て
い
た
も
の

が
１
件
（
後
か
ら
地
盤
調
査
を
し
た
結
果
、

自
沈
層
の
あ
る
軟
弱
な
地
盤
で
あ
っ
た
）
、

残
る
１
件
は
、
水
路
の
近
く
で
、
地
盤
を

試
掘
し
て
も
支
持
層
と
い
え
る
地
盤
は

確
認
出
来
な
か
っ
た
。 

              

不
同
沈
下
を
起
こ
し
た
建
物
の
最
大
の

沈
下
量
は

68
㎜
、最
大
の
変
形
角
は
15.6
／

１０００
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
品
確
法
の
6
／

1000
以
上
の
勾
配
の
傾
斜
で
あ
り
、
不
具
合

事
象
の
レ
ベ
ル
３
に
該
当
す
る
。 

不
同
沈
下
を
起
こ
し
た
建
物
に
は
、
床

の
傾
斜
に
よ
っ
て
物
が
転
が
る
、
内
外
壁

の
損
傷
、
サ
ッ
シ
や
建
具
の
開
閉
不
良
、

建
て
付
け
の
狂
い
に
よ
る
隙
間
風
等
の

現
象
が
起
こ
り
、
更
に
は
、
外
出
時
に
施

錠
出
来
な
い
等
の
問
題
も
起
き
て
い
る
。 

床
の
傾
斜
は
、
健
康
障
害
と
し
て
人
の

平
衡
感
覚
を
狂
わ
せ
る
。
平
衡
感
覚
は
、

体
を
常
に
バ
ラ
ン
ス
良
く
保
つ
た
め
に

重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
と
い
う
。
居
住

者
は
5
／
1000
の
勾
配
で
床
の
傾
斜
を
感

じ
、
１０
／
１０００
程
度
の
傾
斜
か
ら
め
ま
い

や
頭
痛
が
生
じ
て
、
水
平
復
元
工
事
を
行

わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
更
に
、
15.6
／
1000

の
傾
斜
で
は
、
倦
怠
感
、
め
ま
い
、
吐
き

気
、
頭
痛
は
勿
論
の
こ
と
、
疲
労
感
が
強

く
な
り
、
半
数
以
上
の
人
が
睡
眠
障
害
を

引
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
 ☐ 

問
題
が
発
生
し
た
背
景 

地
盤
調
査
の
結
果
、
提
案
さ
れ
た
地

盤
改
良
を
せ
ず
に
、
３
階
建
て
の
建
物

を
べ
た
基
礎
で
施
工
、
建
物
が
２２
㎜
傾

く
と
い
う
事
故
を
起
こ
し
た
工
務
店

の
社
長
は
、｢

自
分
の
家
は
も
っ
と
地

盤
の
悪
い
所
に
べ
た
基
礎
で
建
て
た

が
、
何
も
不
具
合
は
起
き
て
い
な
い｣

、

だ
か
ら
、
地
盤
改
良
は
し
な
か
っ
た
と

真
顔
で
い
う
。 
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こ
の
建
築
敷
地
は
、
地
盤
面
下
1.0
ｍ
ま 

で
１
ｋＮ
で
自
沈
す
る
軟
弱
な
地
盤
、
更 

に
、
4.5
ｍ
か
ら
再
び
自
沈
層
が
あ
る
。 

こ
の
地
盤
に
、
べ
た
基
礎
を
採
用
し
て

施
工
し
た
。
更
に
、
基
礎
工
事
中
の
写

真
を
精
査
し
た
所
、
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ

直
下
の
耐
圧
版
が
欠
落
し
て
い
る
こ

と
が
発
覚
し
た
。
構
造
面
の
検
証
を
行

っ
た
結
果
、
転
倒
の
危
険
が
あ
る
こ
と

が
判
明
、
建
築
主
に
引
っ
越
し
を
願
い
、

大
々
的
な
修
復
工
事
を
行
っ
た
。
そ
の

結
果
、
工
務
店
は
代
償
と
し
て
大
き
な

授
業
料
を
支
払
う
こ
と
と
な
っ
た
。 

地
盤
調
査
を
行
わ
な
か
っ
た
そ
の

他
の
工
務
店
か
ら
も
、
べ
た
基
礎
に
す

れ
ば
大
丈
夫
だ
と
受
け
取
れ
る
回
答

が
あ
っ
た
。
問
題
が
起
き
た
背
景
に
は
、

こ
の
様
な
間
違
っ
た
考
え
と
、
地
盤
調

査
は
不
要
と
い
う
思
い
込
み
が
原
因

し
て
い
る
も
の
と
判
断
す
る
。 

 ☐ 

問
題
が
発
生
し
た
原
因 

１
．
べ
た
基
礎
は
万
能
基
礎
で
は
な
い
。 

 
 

既
に
記
載
し
た
様
に
、
べ
た
基
礎
を

万
能
基
礎
と
思
い
こ
ん
で
い
る
人
が

多
い
と
感
じ
る
。
べ
た
基
礎
は
、
接
地

圧
は
小
さ
く
な
る
が
、
基
礎
全
体
の
重

量
が
重
く
な
る
こ
と
、
深
層
の
軟
弱
な

地
盤
ま
で
荷
重
が
作
用
す
る
こ
と
か

ら
、
接
地
圧
は
小
さ
く
て
も
、
軟
弱
層

が
あ
る
場
合
は
基
礎
の
沈
下
を
引
き

起
こ
す
こ
と
に
繋
が
る
。
従
っ
て
、
べ

た
基
礎
は
万
能
な
基
礎
で
は
な
い
の

で
あ
る
。 

２
．
建
築
物
の
基
礎
の
構
造
方
法
は
、 

地
盤
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
き
ま
る
。 

既
に
記
載
し
た
地
盤
調
査
を
行
っ

て
い
な
か
っ
た
５
件
に
つ
い
て
は
、
地

盤
の
状
態
を
確
認
す
る
た
め
、
後
か
ら

地
盤
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
全

て
の
建
物
の
地
盤
に
自
沈
層
が
確
認

さ
れ
、
建
物
を
支
え
る
の
に
必
要
な
地

耐
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、

不
同
沈
下
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

基
礎
の
構
造
方
法
の
決
定
に
つ
い

て
は
、
建
設
省
告
示
第
1347
号 

第
１
で

は
、
「･

･
･

地
盤
の
長
期
に
生
ず
る
力

に
対
す
る
許
容
応
力
度
が
２０

ｋＮ
／
㎡

未
満
の
場
合
は
基
礎
ぐ
い
を
用
い
た

構
造
、
２０

ｋＮ
／
㎡
以
上
30

ｋＮ
／
㎡
未

満
の
場
合
は
基
礎
ぐ
い
を
用
い
た
構

造
又
は
べ
た
基
礎
、
３０

ｋＮ
／
㎡
以
上

の
場
合
は
基
礎
ぐ
い
を
用
い
た
構
造
、

べ
た
基
礎
又
は
布
基
礎･

･
･

」
と
し
て

い
る
様
に
、
基
礎
の
構
造
方
法
を
決
定

す
る
に
は
、
地
盤
調
査
は
必
須
な
の
で

あ
る
。
指
定
確
認
検
査
機
関
で
は
、
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
地
盤
調
査

が
必
要
か
否
か
判
定
す
る
方
法
も
と

っ
て
い
る
が
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
者
の
経

験
差
に
よ
る
判
断
誤
り
も
起
こ
り
得

る
。 

 

自
沈
層
に
つ
い
て
は
、
国
交
省
告
示

１１１３
号 

第
２
で
、
「･･･

基
礎
の
底
部
か

ら
下
方
２
ｍ
以
内
の
距
離
に
あ
る
地

盤
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
式
サ
ウ
ン
デ
ィ

ン
グ
の
荷
重
が
１
ｋＮ
以
下
で
自
沈
す

る
層
が
存
在
す
る
場
合
若
し
く
は
基

礎
の
底
部
か
ら
下
方
２
ｍ
を
超
え
５

ｍ
以
内
の
距
離
に
あ
る
地
盤
に
500
Ｎ

以
下
で
自
沈
す
る
層
が
あ
る
場
合
は
、

建
築
物
の
自
重
に
よ
る
沈
下
そ
の
他

の
地
盤
の
変
形
等
を
考
慮
し
て
建
築

物
又
は
建
築
物
の
部
分
に
有
害
な
損

傷
、
変
形
及
び
沈
下
が
生
じ
な
い
こ
と

を
確
か
め
る
」
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
一
連
の
建
物
は
地
盤
調
査
を 

行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、 

こ
の
検
証
は
行
っ
て
い
な
い
。 

３
．
確
認
申
請
上
の
問
題 

 
 

工
務
店
は
、
顧
客
と
打
合
せ
て
プ
ラ

ン
を
決
定
す
る
。
後
は
、
設
計
事
務
所

に
確
認
申
請
の
手
続
き
を
依
頼
す
る

と
い
う
ケ
ー
ス
が
一
般
的
で
あ
る
。
設

計
事
務
所
は
、
確
認
申
請
書
の
設
計
者

欄
に
名
前
を
載
せ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

実
際
行
っ
て
い
る
行
為
は
、
代
願
業
務

で
あ
り
、
作
成
す
る
図
面
も
申
請
に
必

要
な
図
面
の
み
で
施
工
ま
で
踏
み
込

ん
で
い
な
い
。
当
然
、
工
事
監
理
も
行

っ
て
い
な
い
。 

ま
た
、
確
認
申
請
の
段
階
で
は
、
木

造
２
階
建
て
住
宅
な
ど
の
四
号
建
築

物
（
建
築
基
準
法
６
条
１
項
四
号
）
は

構
造
強
度
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ

か
の
単
体
規
定
の
審
査
が
省
略
さ
れ

る
（
四
号
特
例
）
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

建
築
確
認
で
審
査
し
な
い
だ
け
で
あ

っ
て
、
建
築
士
は
法
的
適
合
性
の
検
討
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ま
で
省
略
し
て
い
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。 

そ
う
し
て
、
こ
れ
は
、
本
当
に
法
律

に
適
合
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
誰
に

も
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
こ
の
辺
が
盲
点
に
な
っ
て
問

題
発
生
に
繋
が
る
と
言
え
る
。 

 ☐ 

最
後
に 

基
礎
の
構
造
方
法
は
、
地
盤
調
査
を

行
い
、
そ
の
結
果
と
、
各
種
法
令
・
告

示
に
従
っ
て
決
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、

確
認
申
請
書
に
は
、
基
礎
の
構
造
方
法

決
定
の
根
拠
を
明
確
に
し
、
地
盤
調
査

報
告
書
の
添
付
を
義
務
付
け
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
。
更
に
は
、
特
に
、
四
号

建
築
物
の
建
築
に
携
わ
る
関
係
者
の

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
必
要
で
あ
る
と
つ

く
づ
く
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。 

   
 
 
 

 

 

 

先
日
２
月
21
日
東
京
会
場
に
て
受
講

し
ま
し
た
。 

建
築
Ｇ
メ
ン
の
会
の
皆
様
も
受
講
さ

れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
は
思
い

ま
す
。 

平
成
25
年
６
月
に
国
土
交
通
省
か
ら

示
さ
れ
た
「
既
存
住
宅
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
一
般

社
団
法
人 

住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
保
険

協
会
が
主
催
で
、
株
式
会
社 

日
建
学
院

が
委
託
さ
れ
開
催
さ
れ
た
講
習
で
す
。 

平
成
25
年
11
月
～
12
月
に
札
幌
、
仙

台
、
金
沢
、
東
京
、
横
浜
、
名
古
屋
、
大

阪
、
広
島
、
高
松
、
福
岡
の
各
会
場
で
、

計
2,000
名
程
の
受
講
者
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

盛
況
の
為
、
追
加
講
習
と
し
て
東
京
、
岡

山
、
京
都
、
埼
玉
で
計
800
名
程
も
開
催
さ

れ
ま
し
た
。 

受
講
資
格
は
、
建
築
士
が
業
と
し
て
建

物
調
査
を
行
う
場
合
の
建
築
士
法
規
定

に
基
づ
き
、
建
築
士
事
務
所
に
所
属
す
る

建
築
士
等
で
す
。 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的
を
簡
潔
に
説

明
す
る
と ○ 

中
古
住
宅
の
売
買
時
に
、
消
費

者
は
物
件
の
品
質
や
性
能
に
不
安
を

感
じ
、
物
件
状
態
の
現
状
把
握
を
で

き
る
検
査
業
者
等
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高

ま
っ
て
い
る
。 

○ 

ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
検

査
業
者
等
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
ば
ら

つ
き
が
あ
る
。 

○ 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
示
す
現
況

検
査
は
目
視
を
中
心
と
し
て
お
り
基

礎
的
な
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る

が
、
現
況
の
検
査
業
者
等
の
技
術
力

や
検
査
基
準
に
差
が
あ
る
。 

○ 

こ
の
た
め
、
検
査
方
法
や
サ
ー

ビ
ス
内
容
を
示
し
、
均
一
な
検
査
内

容
と
結
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
、

消
費
者
へ
の
信
頼
確
保
と
円
滑
な
普

及
を
目
的
と
し
て
い
る
。 

 
受
講
し
た
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。 

既
存
住
宅
現
況
検
査
の
方
法
は
目
視

等
で
あ
り
、
判
断
は
劣
化
現
象
等
の
有
無

で
あ
り
ま
す
。 

眼
で
見
て
、
ひ
び
割
れ
等
が
有
る
か
無

い
か
の
判
断
や
、
そ
の
部
位
が
家
具
等
で

移
動
困
難
で
あ
り
確
認
で
き
な
い
場
合

は
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
旨
を
検
査
報
告

書
に
記
入
し
消
費
者
（
依
頼
者
）
へ
渡
す

と
い
う
こ
と
で
す
。 

建
築
士
で
な
く
て
も
誰
に
で
も
で
き

る
こ
と
で
す
。 

瑕
疵
の
有
無
の
判
断
や
、
瑕
疵
が
な
い

こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
結
果
に
対
し
て
の
判
断
や
対
処
提
案

等
も
し
ま
せ
ん
。 

検
査
項
目
の
統
一
は
で
き
ま
す
が
、
今

回
の
大
掛
か
り
な
講
習
会
に
、
２
万
6,250
円

の
費
用
を
払
い
受
講
し
、
登
録
し
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
開
示
し
、
消
費
者
へ
ア
ピ
ー

ル
し
て
も
、
消
費
者
も
求
め
て
い
る
の
は

そ
の
検
査
結
果
の
先
で
、
こ
の
物
件
を
購

入
し
て
も
良
い
か
？
と
か
、
安
心
し
て
住

め
る
家
な
の
か
？
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

そ
の
判
断
を
で
き
る
技
術
や
知
識
を

問
う
講
習
会
で
あ
る
べ
き
と
感
じ
た
の

は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。 

 

主
催
の
保
険
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
第
四
期
の
決
算
書
が
掲
示
さ
れ
て
お

既
存
住
宅
現
況
検
査
技
術
者
講
習

を
受
講
し
て
の
感
想 

 

文
責 

常
任
理
事 

古
屋
敷 

直
樹

 
 

   
 

 
 

 

 

 
 

 



（4） 2014 年（平成 26 年）2 月 28 日   NPO 法人建築Ｇメンの会 会報「楔」第 130号 

欠陥住宅・欠陥建築で悩む人を救い、住宅検査の技術向上を目指すＮＰＯ建築Ｇメンの会  

り
、
拝
見
し
た
と
こ
ろ
72
億
5800
万
円
ほ

ど
の
国
庫
補
助
金
が
あ
り
ま
す
。 

支
出
の
方
で
は
21
億
5900
万
円
が
委
託

費
で
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く

当
講
習
会
の
委
託
費
が
か
な
り
の
割
合

を
占
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

巨
額
な
国
庫
補
助
金
が
あ
り
な
が
ら
、

決
し
て
安
く
は
な
い
講
習
費
を
負
担
し
、

受
講
し
、
登
録
し
ま
す
が
、
有
効
期
限
は

２
年
間
で
す
。
更
新
し
た
い
者
は
更
新
講

習
（
当
然
有
償
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
）

を
受
講
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で

す
。 

 

消
費
者
が
求
め
て
い
る
の
は
劣
化
現

象
等
の
有
無
だ
け
を
判
断
す
る
技
術
者

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
巨
額
な
国

庫
を
捻
出
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
必
要

性
は
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

   
 
 
 

 

   

 

□
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内 

２
０
１
３
年
度
第
４
回
研
修
会
の
ご
案
内 

▽
日
時 

２
０
１
４
年
４
月
５
日
（
土
） 

 

 
 
 
 
 

13
時
30
分
～
16
時
45
分 

▽
場
所 

品
川
区
立
総
合
区
民
会
館 

（
き
ゅ
り
あ
ん
）
５
階
第
４
講
習
室 

▽
交
通 

JR
／
東
急
線 

大
井
町
駅
前 

▽
講
演
内
容 

一
時
限 

「
フ
ラ
ッ
ト
35
木
造
住
宅
工
事
仕
様
書

の
最
近
10
年
間
の
変
更
点
」 

講
師 
中
山
良
夫
（
当
会
事
務
局
長
） 

二
時
限 

「
外
壁
金
属
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
施
工
」 

講
師 

川
口
晴
保
（
当
会
副
理
事
長
） 

「
外
壁
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
の 

手
摺
壁
・
笠
木
部
の
施
工
」 

講
師 

古
屋
敷
直
樹
（
当
会
常
任
理
事)

 

▽
参
加
費 

会
員
四
千
円 

（
非
会
員
五
千
円
） 

▽
主
催
・
問
合
せ 

建
築
Ｇ
メ
ン
の
会 

℡
（
０
３
・
６
４
２
６
・
１
３
５
０
） 

  
 
 
 
 

 

～～
編編
集集
後後
記記
～～ 

昨
年
の
一
級
建
築
士
に
対
し
て
戒
告
処

分
が
な
さ
れ
た
の
は 

北
海
道
開
発
局
で
１
名 

関
東
地
方
整
備
局
で
８
名 

中
部
地
方
整
備
局
で
２
名 

お
り
ま
し
た
。 

処
分
の
原
因
は
、
建
築
士
法
第
二
十
二
条

の
２
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
一
級
建
築

士
定
期
講
習
を
受
け
ず
、
建
築
士
事
務
所

に
属
し
た
も
の
で
す
。 

ま
た
、
懲
戒
処
分
を
受
け
た
一
級
建
築
士

は
６
名
お
り
ま
し
た
。 

処
分
の
原
因
は 

・ 

建
築
士
事
務
所
の
登
録
を
受
け
な
い

で
他
人
の
求
め
に
応
じ
報
酬
を
得
た 

・ 

業
務
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
な

か
っ
た 

・ 

建
築
士
事
務
所
の
標
識
を
掲
示
し
な

か
っ
た 

・ 

法
令
違
反
の
設
計
を
し
た 

等
で
す
。 

故
意
か
う
っ
か
り
ミ
ス
か
は
不
明
で
す

が
、
建
築
Ｇ
メ
ン
の
皆
様
も
注
意
を
お
願

い
し
ま
す
。 

（
古
屋
敷
） 

 

一緒に活動しませんか！ 

 

●会員の種類   ●年会費 

正  会  員 ----- 24,000円 

消費者正会員 ----- 12,000円 

一 般 会 員  -----  6,000円 

団体一般会員 ----- 48,000円 

   

※ご入会の際は入会申込書が必要です。 

事務局までご連絡ください。 

会員の種類： 
正会員、消費者正会員、一般会員、団体一般会員の４種あります。「義務と
権利」、「会費」が異なります。 
 
▽正会員 
「正会員」は、会の中核を担う存在で、総会の議決権を持ち、会の目的達成
のために必要な活動をし、会の運営に携わるものとします。相談等の業務へ
の対応は消費者正会員を除く「正会員」である必要があります。 
 
▽一般会員 
「一般会員」は「正会員」に比べ賛助会員としての性格を帯びています。も
ちろん積極的な参加もできますが、イベント参加や情報提供だけで良いとい
う方向けのものです。会社など団体で登録される場合は「団体一般会員」と
なりますが、会社の責任者が別途正会員になる必要があります。また、団体
一般会員であることを宣伝したり、名刺等に表記できません。 
   

事事
務務
局局
かか
らら
のの
おお
知知
らら
せせ  

 


